
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車に乗ると

きは，ヘルメット

をかぶろう！！ 
 

令和５年４月  函館市教育委員会 

 

 

自転車事故で死亡した人の※約７割が，頭部に致命傷を負っていま

す。また，ヘルメットの着用状況による致死率では，着用していない

場合の致死率は，着用している場合と比較すると約２．３倍も高くな

っていることから，自転車用ヘルメットを着用し，頭部を守ることが

重要です。 

 

 

 

 

 

 

 
※ 平成３０年から令和４年までの東京都内における自転車乗用中死者の損傷部位の割合 

自転車死亡事故の約７割が 

頭部に致命傷を負っています 

 

保護者向け配付資料 

改正道路交通法の施行により、令和５年４月１日から 

自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化 

道路交通法 

令和５年３月３１日まで  令和５年４月１日以降 

保護者の方は，１３歳未

満の子供にヘルメットを

かぶらせるよう努めなけ

ればなりません。 

 自転車を運転するすべての人がヘル

メットをかぶることに努めなければな

らないのはもちろんのこと，同乗する方

にもヘルメットをかぶらせるように努

めなければなりません。 

また，保護者等の方は，児童や幼児が

自転車を運転する際は，ヘルメットをか

ぶらせるよう努めなければなりません。 

第６３条の１１ 

児童又は幼児を保護す

る責任のある方は，児童又

は幼児を自転車に乗車さ

せるときは，当該児童又は

幼児に乗車用ヘルメット

をかぶらせるよう努めな

ければならない。 

 

道路交通法 第６３条の１１ 

第１項 

自転車の運転者は，乗車用ヘルメット

をかぶるよう努めなければならない。 

第２項 

自転車の運転者は，他人を当該自転車

に乗車させるときは，当該他人に乗車用

ヘルメットをかぶらせるよう努めなけ

ればならない。 

第３項 

児童又は幼児を保護する責任のある

者は，児童又は幼児が自転車を運転する

ときは，当該児童又は幼児に乗車用ヘル

メットをかぶらせるよう努めなければ

ならない。 

 

 

 
「自転車の正しい乗り方」 

警視庁 HPより 
 

 

 
北海道警察 HPより 

 


